
（平成２２年１１月１０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 21 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



宮城厚生年金 事案 1780 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 45 年７月１日に、資格喪失日に係る記録を 46 年５月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月１日から 46 年５月１日まで 

私は、ねんきん特別便を見て何度か厚生年金保険の加入記録を確認し

たが、Ａ社に勤務していた時の厚生年金保険の加入記録が見付からなか

った。当時の給与明細書があるので調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している給与明細書及び複数の元同僚の証言により、申立

人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額

から、２万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行していたか否

かについては、事業主は不明としているが、健康保険厚生年金保険被保険

者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険

事務所（当時）の記録が失われたことは考え難い上、申立人に係る被保険

者資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が当該届

出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業

主から当該社会保険事務所に資格の得喪等に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 45 年７月から 46 年４月

までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に

係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 1781 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、平成 12 年６月から 15 年５月までの標準報酬月額に係る記録を 44

万円に、同年６月から 17 年４月までの標準報酬月額に係る記録を 56 万円

に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年６月１日から 17 年５月１日まで 

私が勤務したＡ社（現在は、Ｂ社）における国の記録上の標準報酬月

額と申立期間に支給された給与額に相違がある。 

給与明細書及び源泉徴収票等を資料として提出するので調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の標準報酬月額については、申立人の所持する給与明細書、源

泉徴収票等及びＢ社が保管する給料台帳において確認できる保険料控除額

及び報酬月額から、平成 12 年６月から 15 年５月までの期間は 44 万円、

同年６月から 17 年４月までの期間は 56 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が実際の給与より低い報酬月額を届け出たとしていることから、事

業主は、給与明細書等において確認できる報酬月額及び保険料控除額に見

合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社

会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



宮城厚生年金 事案 1782 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日

に係る記録を平成７年４月２日に、資格喪失日に係る記録を同年５月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 59 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年４月２日から同年５月１日まで 

私は、平成７年４月２日から同年４月 30 日までＡ事業所に勤務して

いた。申立期間に係る臨時職員の採用通知書があるので、申立期間を厚

生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する臨時職員の採用通知書、Ａ事業所からの回答及び同僚

の証言により、申立人が申立期間において臨時職員として申立てに係る事

業所に勤務していたことが認められる。 

また、当該事業所では、申立期間当時から臨時職員については全員厚生

年金保険に加入させていたとしている。 

さらに、当該事業所が保管する申立人に係る臨時職員の採用通知書及び

同事業所の回答によると、申立人は、平成６年４月１日から同年９月 30

日までの期間及び同年 10 月１日から７年３月 31 日までの期間についても

同事業所において臨時職員として勤務しているところ、オンライン記録で

は６年４月１日から７年４月１日まで当該事業所において厚生年金保険の

被保険者となっていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、オンライン記録における申



立人と同年代の同僚の標準報酬月額の記録から、59 万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る厚生年金保険

被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失

届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保

険事務所（当時）が当該届出を記録していないことは考え難いことから、

事業主から社会保険事務所へ厚生年金保険被保険者資格の得喪等に係る届

出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は申立人に係る平成７年

４月分の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 1783 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪

失日に係る記録を昭和 48 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を４万 5,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48 年８月 31 日から同年９月１日まで 

申立期間については、Ａ社Ｂ事業所から同社Ｃ事業所に転勤になった

が、同社Ｂ事業所における厚生年金保険の資格喪失日が昭和 48 年８月

31 日、同社Ｃ事業所における資格取得日が同年９月１日となっており、

１か月分の厚生年金保険の加入記録が抜けていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の人事部長の証言から判断すると、申立人

が同社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ事業所から同社Ｃ事業所に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

なお、異動日については、申立人の元同僚２人は、「通常の人事異動の

発令は月初めだった。」としていることから、昭和 48 年９月１日とする

ことが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 48 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 5,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 48 年９

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年８月 31



日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年８月の保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 1784 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について、

平成３年６月から同年９月までは 44 万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格の喪失日は、平成３年 11 月 30 日であると認められることから、申

立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、平成３年 10 月の標準報酬月額については、53 万円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成３年６月１日から同年 10 月 31 日まで 

             ② 平成３年 10 月 31 日から同年 11 月 30 日まで 

申立期間①について、社会保険事務所（当時）の記録では、Ａ社にお

ける平成３年６月から同年９月までの標準報酬月額が 22 万円となって

いるが、実際の給与は約 60 万円であったので、標準報酬月額を訂正し

てほしい。 

申立期間②について、Ａ社における資格喪失日は、平成３年 10 月 31

日となっているが、同年 11 月 29 日まで継続して勤務したので、厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンライン記録では、当初、Ａ社における申立人

の標準報酬月額を平成３年６月から同年９月までは 44 万円としていたと

ころ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平

成３年 11 月 11 日）より後の４年３月２日付けで、３年６月１日に 遡
さかのぼ

っ

て標準報酬月額を 22 万円に引き下げている上、申立人に係る同年 10 月の

標準報酬月額 53 万円の定時決定の記録を取り消す処理が行われている。 

また、申立人は、申立期間①当時、Ａ社のＢ営業所長であったが、登記



簿謄本により当該事業所の役員ではなかったことが確認できることから、

当該減額訂正に関与していたとは考え難く、標準報酬月額に係る事業主等

からの説明も無かったとしている。 

さらに、当該事業所において、申立人と同様に、標準報酬月額が 遡
さかのぼ

っ

て減額訂正されている者が多数存在している。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無

く、申立期間①において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは

認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初届け

出た 44 万円に訂正することが必要である。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人が平成３年

11 月 29 日までＡ社に継続して勤務していたことが確認できるが、オンラ

イン記録では、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は同年 10

月 31 日となっている。 

また、オンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失処理は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなった日（平成３年 11 月 11 日）より後の平成４年３月５日付けで

行われていることが確認でき、これは、上記の申立期間①における標準報

酬月額の訂正処理日の３日後に当たることから、同処理との一体性が認め

られる。 

さらに、平成３年 10 月 31 日に当該事業所における厚生年金保険被保険

者資格を喪失している者の中には、申立人と同様に標準報酬月額の訂正処

理との一体性が認められる者が多数存在している。 

加えて、当該事業所は、申立期間②当時、法人格を有していることから、

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年 10 月 31 日を

資格喪失日とした届出を行う合理的な理由は無く、申立人の資格喪失日を、

雇用保険の記録上の離職日の翌日である同年 11 月 30 日に訂正し、同年

10 月の標準報酬月額を、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報

酬月額の記録から、53 万円とすることが必要である。 

なお、申立人は、申立期間に係る標準報酬月額は約 60 万円であったと

主張しているが、上記の訂正処理前の申立人の標準報酬月額は、当初、平

成３年６月から同年９月までは 44 万円、同年 10 月は 68 万円（これは健

康保険の標準報酬月額であり、申立期間当時厚生年金保険については 53

万円が最高等級標準報酬月額である。）と記録されている上、申立人の主

張する標準報酬月額に基づく保険料が控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほかに申立てを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、これを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1785 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について、

平成３年６月から同年９月までは 38 万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間③について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格の喪失日は、平成３年 11 月 30 日であると認められることから、申

立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、平成３年 10 月の標準報酬月額については、38 万円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成３年２月 27 日から同年６月１日まで 

             ② 平成３年６月１日から同年 10 月 31 日まで 

             ③ 平成３年 10 月 31 日から同年 11 月 30 日まで 

申立期間①について、私は、昭和 62 年３月 11 日から平成３年 11 月

29 日に退職するまでＡ社に勤務したが、同年２月 27 日から同年６月１

日までの厚生年金保険の加入期間が無いので、加入期間として認めてほ

しい。その間給与の未払は無かった。 

申立期間②について、社会保険事務所（当時）の記録では、Ａ社にお

ける平成３年６月から同年９月までの標準報酬月額が 18 万円となって

いるが、実際の給与は 38 万円ほどであったので、標準報酬月額を訂正

してほしい。 

申立期間③について、Ａ社における資格喪失日は、平成３年 10 月 31

日となっているが、同年 11 月 29 日まで勤務したので、厚生年金保険の

加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、オンライン記録では、当初、Ａ社における申立人

の標準報酬月額を平成３年６月から同年９月までは 38 万円としていたと



ころ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平

成３年 11 月 11 日）より後の４年３月２日付けで、３年６月１日に 遡
さかのぼ

っ

て標準報酬月額を 18 万円に引き下げている上、申立人に係る同年 10 月の

標準報酬月額 38 万円の定時決定の記録を取り消す処理が行われている。 

また、申立人は、申立期間②当時のＡ社での職務は現場監督であったが、

登記簿謄本により当該事業所の役員ではなかったことが確認できることか

ら、当該減額訂正に関与していたとは考え難く、標準報酬月額に係る事業

主等からの説明も無かったとしている。 

さらに、申立人の保管する雇用保険受給資格者証に記録されている離職

時賃金日額から、離職前６か月の各月ごとの給与額は、約 40 万円と推認

でき、当該遡及
そきゅう

訂正前に記録されていた標準報酬月額とおおむね一致する。 

加えて、当該事業所において、申立人と同様に、標準報酬月額が 遡
さかのぼ

っ

て減額訂正されている者が多数存在している。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無

く、申立期間②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは

認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初届け

出た 38 万円に訂正することが必要である。 

申立期間③について、雇用保険の加入記録により、申立人が平成３年

11 月 29 日までＡ社に継続して勤務していたことが確認できるが、オンラ

イン記録では、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は同年 10

月 31 日となっている。 

また、オンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失処理は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなった日（平成３年 11 月 11 日）より後の平成４年３月５日付けで

行われていることが確認でき、これは、上記の申立期間②における標準報

酬月額の訂正処理日の３日後に当たることから、同処理との一体性が認め

られる。 

さらに、平成３年 10 月 31 日に当該事業所における厚生年金保険の被保

険者資格を喪失している者の中には、申立人と同様に標準報酬月額の訂正

処理との一体性が認められる者が多数存在している。 

加えて、当該事業所は、申立期間③当時、法人格を有していることから、

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年 10 月 31 日を

資格喪失日とした届出を行う合理的な理由は無く、申立人の資格喪失日を、

雇用保険の記録上の離職日の翌日である同年 11 月 30 日に訂正し、同年

10 月の標準報酬月額を、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報

酬月額の記録から、38 万円とすることが必要である。 



一方、申立期間①について、雇用保険の加入記録により、申立人は、昭

和 62 年３月 11 日から平成３年 11 月 29 日までＡ社に継続して勤務してい

たことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、平成３年２月

27 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所になって

いない。 

また、申立期間①において、申立人と一緒に勤務していたＡ社Ｂ営業所

の同僚の中には、当該期間について国民年金に加入し、国民年金保険料を

納付している者も確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1786 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について、

平成３年６月から同年９月までは 36 万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間③について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格の喪失日は、平成３年 11 月 30 日であると認められることから、申

立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、平成３年 10 月の標準報酬月額については、36 万円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成３年２月 27 日から同年６月１日まで 

             ② 平成３年６月１日から同年 10 月 31 日まで 

             ③ 平成３年 10 月 31 日から同年 11 月 30 日まで 

申立期間①について、私は、昭和 56 年３月 11 日から平成３年 11 月

29 日に退職するまでＡ社に勤務したが、同年２月 27 日から同年６月１

日までの厚生年金保険の加入期間が無いので、加入期間として認めてほ

しい。その間給与の未払は無かった。 

申立期間②について、社会保険事務所（当時）の記録では、Ａ社にお

ける平成３年６月から同年９月までの標準報酬月額が 18 万円となって

いるが、実際の給与は 36 万円ほどであったので、標準報酬月額を訂正

してほしい。 

申立期間③について、Ａ社における資格喪失日は、平成３年 10 月 31

日となっているが、同年 11 月 29 日まで勤務したので、厚生年金保険の

加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、オンライン記録では、当初、Ａ社における申立人

の標準報酬月額を平成３年６月から同年９月までは 36 万円としていたと



ころ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平

成３年 11 月 11 日）より後の４年３月２日付けで、３年６月１日に 遡
さかのぼ

っ

て標準報酬月額を 18 万円に引き下げている上、申立人に係る同年 10 月の

標準報酬月額 36 万円の定時決定の記録を取り消す処理が行われている。 

また、申立人は、申立期間②当時のＡ社での職務は現場監督であったが、

登記簿謄本により当該事業所の役員ではなかったことが確認できることか

ら、当該減額訂正に関与していたとは考え難く、標準報酬月額に係る事業

主等からの説明も無かったとしている。 

さらに、当該事業所において、申立人と同様に、標準報酬月額が 遡
さかのぼ

っ

て減額訂正されている者が多数存在している。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無

く、申立期間②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは

認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初届け

出た 36 万円に訂正することが必要である。 

申立期間③について、雇用保険の加入記録により、申立人が平成３年

11 月 29 日までＡ社に継続して勤務していたことが確認できるが、オンラ

イン記録では、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は同年 10

月 31 日となっている。 

また、オンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失処理は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなった日（平成３年 11 月 11 日）より後の平成４年３月５日付けで

行われていることが確認でき、これは、上記の申立期間②における標準報

酬月額の訂正処理日の３日後に当たることから、同処理との一体性が認め

られる。 

さらに、平成３年 10 月 31 日に当該事業所における厚生年金保険の被保

険者資格を喪失している者の中には、申立人と同様に標準報酬月額の訂正

処理との一体性が認められる者が多数存在している。 

加えて、当該事業所は、申立期間③当時、法人格を有していることから、

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年 10 月 31 日を

資格喪失日とした届出を行う合理的な理由は無く、申立人の資格喪失日を、

雇用保険の記録上の離職日の翌日である同年 11 月 30 日に訂正し、同年

10 月の標準報酬月額を、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報

酬月額の記録から、36 万円とすることが必要である。 

一方、申立期間①について、雇用保険の加入記録により、申立人は、昭

和 62 年３月 11 日から平成３年 11 月 29 日までＡ社に継続して勤務してい

たことが確認できる。 



しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、平成３年２月

27 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所になって

いない。 

また、申立人は、申立期間①について、国民年金に加入し、国民年金保

険料を納付しているが、申立人と一緒に勤務していたＡ社Ｂ営業所の複数

の同僚も、当該期間に国民年金に加入していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1787 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について、

平成３年６月から同年９月までは 16 万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間③について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格の喪失日は、平成３年 11 月 30 日であると認められることから、申

立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、平成３年 10 月の標準報酬月額については、16 万円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成３年２月 27 日から同年６月１日まで 

             ② 平成３年６月１日から同年 10 月 31 日まで 

             ③ 平成３年 10 月 31 日から同年 11 月 30 日まで 

申立期間①について、私は、昭和 61 年 10 月 15 日から平成３年 11 月

29 日に退職するまでＡ社に勤務したが、同年２月 27 日から同年６月１

日までの厚生年金保険の加入期間が無いので、加入期間として認めてほ

しい。 

申立期間②について、社会保険事務所（当時）の記録では、Ａ社にお

ける平成３年６月から同年９月までの標準報酬月額が９万 8,000 円とな

っているが、実際の給与は 16 万円ほどであったので、標準報酬月額を

訂正してほしい。 

申立期間③について、Ａ社における資格喪失日は、平成３年 10 月 31

日となっているが、同年 11 月 29 日まで勤務したので、厚生年金保険の

加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、オンライン記録では、当初、Ａ社における申立人

の標準報酬月額を平成３年６月から同年９月までは 16 万円としていたと



ころ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平

成３年 11 月 11 日）より後の４年３月２日付けで、３年６月１日に 遡
さかのぼ

っ

て標準報酬月額を９万 8,000 円に引き下げている上、申立人に係る同年

10 月の標準報酬月額 16 万円の定時決定の記録を取り消す処理が行われて

いる。 

また、申立人は、申立期間②当時のＡ社での職務は事務であったが、登

記簿謄本により当該事業所の役員ではなかったことが確認できることから、

当該減額訂正に関与していたとは考え難く、標準報酬月額に係る事業主等

からの説明も無かったとしている。 

さらに、当該事業所において、申立人と同様に、標準報酬月額が 遡
さかのぼ

っ

て減額訂正されている者が多数存在している。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無

く、申立期間②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは

認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初届け

出た 16 万円に訂正することが必要である。 

申立期間③について、雇用保険の加入記録により、申立人が平成３年

11 月 29 日までＡ社に継続して勤務していたことが確認できるが、オンラ

イン記録では、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は同年 10

月 31 日となっている。 

また、オンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失処理は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなった日（平成３年 11 月 11 日）より後の平成４年３月５日付けで

行われていることが確認でき、これは、上記の申立期間②における標準報

酬月額の訂正処理日の３日後に当たることから、同処理との一体性が認め

られる。 

さらに、平成３年 10 月 31 日に当該事業所における厚生年金保険の被保

険者資格を喪失している者の中には、申立人と同様に標準報酬月額の訂正

処理との一体性が認められる者が多数存在している。 

加えて、当該事業所は、申立期間③当時、法人格を有していることから、

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年 10 月 31 日を

資格喪失日とした届出を行う合理的な理由は無く、申立人の資格喪失日を、

雇用保険の記録上の離職日の翌日である同年 11 月 30 日に訂正し、同年

10 月の標準報酬月額を、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報

酬月額の記録から、16 万円とすることが必要である。 

一方、申立期間①について、雇用保険の加入記録により、申立人は、昭

和 62 年３月 11 日から平成３年 11 月 29 日までＡ社に継続して勤務してい



たことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、平成３年２月

27 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所になって

いない。 

また、申立期間①において、申立人と一緒に勤務していたＡ社Ｂ営業所

の同僚の中には、当該期間について国民年金に加入し、国民年金保険料を

納付している者も確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1793 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日

に係る記録を昭和 45 年７月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８

万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年３月 12 日から同年７月 31 日まで 

私は、Ａ社所有の船舶Ｂに通信長として乗船し、継続して勤務してい

た。船員手帳には昭和 44 年６月 16 日雇入れ、45 年７月 27 日雇止めと

記載されており、同年７月末まで乗船していたと思う。 

しかし、社会保険事務所（当時）の回答では、この出漁期間に係る船

員保険の記録は、昭和 44 年６月 20 日資格取得、45 年３月 12 日資格喪

失となっており、同年３月 12 日から同年７月 31 日までの記録は無い。 

実際の出漁期間であるにもかかわらず、船員保険の加入期間となって

いないのはおかしいので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、Ａ社が保管する申立人の船員保険台帳、申立人が所

持する船員手帳の記録及び複数の同僚の証言により、申立人が船舶Ｂに乗

船していたことが認められる。 

また、船舶Ｂでの乗船期間が申立人とほぼ一致する同僚（船長）は、通

信士が乗船していないと出港できないため、必ず通信士を乗船させており、

申立人は、昭和 44 年６月から同僚が下船した 45 年７月 31 日までは船舶

Ｂに乗船していた旨証言している。 

さらに、当時のＡ社の事務担当者は、当時は役所の指導が厳しかったの

で、船員保険は雇入れから雇止めまでの期間は加入させていた旨証言して



いるところ、文書により照会した同僚のうち、船員手帳の雇入れと雇止め

の期日について回答があった同僚５人については、当該船員手帳に記載さ

れている雇用期間と船員保険の加入期間はほぼ一致している。 

加えて、当時の同僚は、昭和 45 年３月ごろの船舶Ｂは、遠洋で漁を行

っており、下船はできなかった旨証言している。 

また、Ａ社が保管する申立人の船員保険台帳に、被保険者資格の取得日

が昭和 44 年６月 20 日、同資格の喪失日が 45 年７月 31 日と記録されてい

るところ、船舶Ｂにおいて船員保険の加入記録がある者 26 人のうち、５

人が同年７月 31 日に船員保険被保険者資格を喪失していることが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 45 年３月 12 日から同年

７月 31 日までの期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、船舶Ｂの船員保険被保険者

名簿の同僚の記録から８万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る船員保険料の納付義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社の元取締役は、当該事業所が保管する申立人の船員保険台

帳に、被保険者資格の取得日が昭和 44 年６月 20 日、同資格の喪失日が

45 年７月 31 日と記録されており、この記録どおりに届け出たとし、保険

料も申立人から控除し納付したとしているが、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



宮城厚生年金 事案 1797 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の船員保険料を船舶所有者（Ａ氏）により給与から

控除されていたと認められることから、申立人の当該船舶所有者における

資格取得日に係る記録を昭和 34 年１月５日に訂正し、当該期間の標準報

酬月額を１万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、当該船舶所有者が申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 34 年１月５日から同年４月１日まで 

私は、昭和 34 年１月以降 14 年間にわたってＡ氏が所有する漁船に乗

ったが、社会保険事務所（当時）に船員保険の加入記録を照会したとこ

ろ、加入期間は同年４月１日以降であり、申立期間は未加入であるとの

回答であった。 

船員手帳の記載から申立期間当時乗船していたことは確かであるし、

当該期間では通信長が都合により３か月で下船するため、その３か月は

通信士助手として、その後は通信長として勤務した。また、同じ船室に

寝泊まりしていた同僚３人は船員保険に加入しているのに、私だけが未

加入であるのは納得できない。申立期間を船員保険の加入期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する船員手帳の記録及び同僚２人の証言によれば、申立人

が申立期間において、Ａ氏の所有する船舶Ｂに乗っていたことが認められ

る。 

また、船舶Ｂの通信長は、申立人と同じ３級通信士の資格を有しており、

船員保険被保険者名簿によれば、申立期間を含む昭和 33 年９月１日から

34 年４月 30 日まで船員保険に加入していることが確認できる。 

さらに、甲板員として船舶Ｂに乗り、申立人と同じ船室に寝泊まりした



とする同僚３人全員が申立期間を含む昭和 36 年１月 31 日まで船員保険に

加入していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る船員保険料を当

該船舶所有者により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 34 年４月の社会保険

事務所の記録から１万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る船員保険料の当該船舶所有者による納付義務の履行

については、当該船舶所有者は所在が不明であり、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、当

該船舶所有者が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



宮城厚生年金 事案 1800 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における厚生年金保険被保険者

資格喪失日は昭和 37 年５月 10 日と認められることから、申立人の資格喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37 年５月９日から同年５月 10 日まで 

私は、昭和 36 年４月１日にＡ社に入社し、平成 16 年６月 30 日まで

継続して勤務したが、社会保険事務所(当時)に照会したところ、同社Ｃ

工場から同社Ｄ工場へ転勤した時期の厚生年金保険の被保険者期間に未

加入期間があることが分かった。 

申立期間について、継続して勤務していたことは事実なので、この期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社Ｃ工場における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日は、昭和 37 年５月９日であることが確認できる。 

しかし、雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出のあった申立人に係る人事

記録及び当該事業所の回答により、申立人は、申立期間において継続して

Ａ社に勤務し、昭和 37 年５月 10 日に同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動し

ていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人のＡ社Ｃ工場における厚生年金保険被保険者資格の喪失日を昭和

37 年５月 10 日に訂正することが必要である。 



宮城国民年金 事案 1249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月から 49 年３月まで 

私は、昭和 50 年代に住民票の交付を受けるまで、生年月日を誤った

日付で認識していたが、住民票で正しい生年月日に気付いた。 

国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付については、

すべて亡くなった母が行っていたはずであり、申立期間の保険料が未納

とされていることについては、生年月日が違っていることにより記録が

間違っていると思うので確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号

は昭和 49 年７月 23 日に申立人の弟と連番で払い出されていることが確認

できることから、その時点で、申立期間の一部は時効により国民年金保険

料を納付できない期間である。 

また、Ａ市の国民年金被保険者名簿によると、申立人とその弟に係る国

民年金保険料の納付年月日はほぼ一致していることから、二人の保険料は

一緒に納付されていた状況がうかがえるところ、弟の記録も申立期間のう

ち、国民年金加入期間（昭和 48 年１月から 49 年３月まで）については未

納となっているほか、申立人の父母についても、申立期間のうち昭和 46

年４月から 47 年３月までは申請免除期間となっている。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、

保険料を納付したとする申立人の母は既に亡くなっていることから、申立

期間当時の納付状況等が不明である。 

加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料が未納とされていること

については、生年月日が違っていることにより記録が間違っているのでは



ないか、としているが、Ａ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録

では、申立人の生年月日について正しい生年月日に訂正済みである上、申

立人の誤った生年月日を含め、オンライン記録により各種の調査を行った

が、未統合となっている記録は確認できない。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年３月から 63 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 62 年３月から 63 年 12 月まで 

申立期間は 20 年以上前のことであり、その後結婚し、引っ越しも何

度かしているので、当時の領収書等は手元に無いが、私は、当時、個人

経営の事業所に勤務しており、月６万円ないし７万円の給料の中から国

民年金と国民健康保険の保険料を近くの郵便局でそれぞれ１万円前後納

付していたので、手元に少しの現金しか残らなかった記憶がある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、これまでに交付された国民年金手帳は１冊だったとしている

ところ、申立人が所持する同手帳記載の国民年金手帳記号番号は、前後の

番号の国民年金加入年月日から、平成４年にＡ市で払い出されたものと認

められ、この時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付する

ことはできない。 

また、申立人は、申立期間当時の住所はＡ市であったと主張するが、同

市の改製原附票及び国民年金被保険者住所情報（住民基本台帳と連動）で

は、昭和 62 年 12 月 27 日にＢ市からＡ市に転入した記録が確認できる上、

Ｂ市に照会したところ、申立人が 20 歳になった月から同年 12 月までの間

に、国民年金に加入した形跡は見当たらない旨の回答があった。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料として毎月１万円前後納

付したと主張しているところ、当時の保険料は月額 7,100 円から 7,700 円

であるが、申立人がＡ市において保険料を定額納付した記録がある平成４

年９月から６年３月までの保険料は月額 9,700 円から１万 500 円であり、

申立人が申立期間に納付したとする金額とほぼ一致することから、申立人

が納付したとする保険料はこの期間のものである可能性も否定できない。 



加えて、申立人は、申立期間の国民年金加入手続に係る記憶は無い上、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに、申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年５月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年５月から 61 年３月まで 

私は、昭和 59 年１月に婚姻し、同年５月に会社を退職したことから、

Ａ市役所で国民年金への加入手続を行った。申立期間に夫の転勤に伴い

Ｂ市に住んだこともあるが、納期ごとに１万円前後の国民年金保険料を

納付していたので、申立期間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 59 年５月にＡ市役所で国民年金への加入手続を行った

と主張しているが、同市の国民年金被保険者名簿（紙台帳及び電子デー

タ）及び申立人の所持する年金手帳によれば、55 年 11 月 20 日に国民年

金被保険者資格を喪失してから 61 年４月１日に第３号被保険者資格を取

得するまでの間に、国民年金被保険者資格を取得した記録は無く、申立期

間は国民年金の未加入期間とされていることから、制度上、国民年金保険

料を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、申立期間当時、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 10 月から 45 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 10 月から 45 年３月まで 

私は、昭和 43 年 10 月に実家へ戻り、両親からの勧めで国民年金への

加入手続を行った。その後、私が 50 年 10 月に婚姻するまでの国民年金

保険料は、両親が納付してくれていたので、申立期間を保険料納付済期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 46 年１月 25 日にＡ町（現在は、Ｂ市）で払い出されており、申

立人の所持する国民年金手帳の検認記録において、同年４月 30 日に現年

度保険料に当たる昭和 45 年度分の保険料が一括納付されていることが確

認できる。 

また、国民年金手帳記号番号が払い出された時点において、申立期間は

過年度納付が可能であるが、申立人は、Ａ町で国民年金への加入手続を行

った際に過年度分の保険料の納付書の発行について相談したことは無く、

申立人の両親からも生前、申立期間の保険料を過年度納付したとする話は

聞いていないとしていることから、両親は、現年度保険料に当たる昭和

45 年度分の保険料から納付を開始したと考えるのが自然である。  

さらに、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人自身は国民年金

保険料の納付に直接関与しておらず、両親も既に亡くなっていることから、

国民年金の加入状況や当時の保険料の納付状況等が不明であり、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1253 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13 年７月から 14 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年７月から 14 年３月まで 

私は、平成 13 年７月に会社を退職した後、国民年金への加入手続を

行い、無職のため収入が無く経済的に厳しい状況の中で、国民年金保険

料を納付した記憶がある。具体的な納付方法等は覚えていないが、申立

期間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及びＡ市の国民年金被保険者名簿（電子データ）によれ

ば、申立人が平成８年４月に国民年金被保険者資格を喪失した後、18 年

６月に同被保険者資格を取得するまでの間、国民年金に加入した記録は無

いことから、申立期間は国民年金の未加入期間として取り扱われており、

制度上、申立人は、国民年金保険料を納付することができなかったものと

考えられる。 

また、申立人は、申立期間について、「平成 13 年７月に会社を退職し

た後、国民年金への加入手続を行い、国民年金保険料を納付した記憶があ

る。」と主張するが、その国民年金保険料の納付方法等に関する記憶は定

かではない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年４月から 63 年３月まで 

私が学生であった申立期間について、母親から、国民年金の加入手続

をして国民年金保険料を納付していたと聞いた。母親は数年前に死亡し

ており、今となっては資料等も無いが、申立期間を保険料納付済期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身が学生であった時に、申立人の母親が、国民年金の加入

手続をしてくれたと主張しているが、オンライン記録によると、申立人の

公的年金の加入記録は厚生年金保険だけであり、申立人に対して国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、

申立期間は国民年金の未加入期間として取り扱われていることから、制度

上、国民年金保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、申立人の母親が国民年金保険料を納付していたと主張

しているが、母親は既に亡くなっており、申立人自身は保険料の納付に関

与していないため、申立期間に係る保険料の納付状況は不明である。 

さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に 

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



宮城国民年金 事案 1255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から平成２年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年４月から平成２年３月まで 

大学生であった私が 20 歳になったころ、国民年金保険料を納付する

義務があるという通知が郵送されてきたため、Ａ市に住んでいた母親が、

私の国民年金の加入手続を行い、就職するまで保険料を納付してくれて

いたと記憶している。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及びＡ市の国民年金被保険者名簿（電子データ）によれ

ば、申立人は、平成 12 年 11 月１日に国民年金被保険者資格を新規に取得

していることが確認できる上、９年１月に申立人に付番された基礎年金番

号は、２年４月に取得した厚生年金保険被保険者記号番号であり、それ以

前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間は国民年金の未加入

期間とされており、制度上、国民年金保険料を納付することができなかっ

たものと考えられる。 

また、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付した

とする申立人の母親の記憶は定かではなく、申立期間の保険料の納付状況

等は不明である。 

さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13 年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年８月及び同年９月 

平成 14 年４月に社会保険庁（当時）のＡ部署から書類が郵送されて

きた際に、記録の一部訂正を行った。その際に電話応対してくれたＡ部

署の職員の指示に従って必要な手続を行い、２か月分の国民年金保険料

を納付したと記憶している。 

当該職員が、電話口でコンピューターの画面を見て、当該納付記録の

訂正を確認してくれたと記憶しているので、申立期間を国民年金保険料

の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及び申立人の所持する年金手帳によれば、申立人は、平

成９年８月に国民年金被保険者資格を喪失して以降、13 年 11 月に第３号

被保険者資格を取得するまでの間、国民年金の加入記録が無いことから、

申立期間は国民年金の未加入期間として取り扱われており、制度上、申立

人は、国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間について、「平成 14 年４月に社会保険庁Ａ

部署の職員からの電話による指示に従って、国民年金への加入手続を行い、

２か月分の国民年金保険料を納付したと記憶している。」と主張するが、

加入手続や国民年金保険料の納付をどこでどのように行ったのか記憶が定

かでない上、日本年金機構から、「平成 14 年４月当時、社会保険庁Ａ部

署では、国民年金の加入手続や国民年金保険料の納付については最寄りの

社会保険事務所（当時）を案内しており、Ａ部署の職員自らが加入手続の

処理をしたり、保険料納付書を発行することは無かった。」旨の回答を得

ていることから、申立人の主張は直ちには採用し難い。 



さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1257（事案 1114 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57 年 10 月から 59 年３月まで 

私は、昭和 50 年から自営業を始め、国民年金保険料を納付してきた

が、年金記録では申立期間の保険料は未納となっている。 

申立期間当時は、経済状況も良好で、国民年金保険料を納付していた

はずなので、当該期間の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）仮に申立人が申立期間の国民年

金保険料を３か月分ずつ納付していた場合、保険料を収納した金融機関又

は行政機関が複数回にわたって事務処理を誤り、申立人に係る納付記録が

欠落したと考えるのは不自然であること、ⅱ）Ａ市の国民年金被保険者名

簿においても申立期間の保険料が納付されたことを示す記録は見当たらな

いこと、ⅲ）申立期間について夫婦共に未納となっていることなどから、

既に当委員会の決定に基づく平成 22 年４月 30 日付け年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

申立人は再申立てに当たり、国民年金保険料の納付について新たな事実

及び提出できる資料は無いとしており、そのほかに委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 27 年６月ごろから 29 年１月１日まで 

私は、昭和 27 年６月ごろから 29 年５月ごろまで、Ａ社Ｂ事業所に勤

務していたが、入社から同年１月１日までの厚生年金保険の記録が無い

ので、申立期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 27 年６月ごろから 29 年５月ごろまでＡ社Ｂ事業所に勤

務していたとしているが、申立人が記憶している同僚は、オンライン記録、

当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同被保険者原票にお

いて氏名が見当たらないほか、申立期間に厚生年金保険の加入記録がある

27 名の同僚に照会し、回答があった 17 名のうち１名が申立人と同じ寮に

いたことを記憶していたが、当該同僚は勤務期間も短く、申立人とは職場

も異なるため、申立人の雇用条件や仕事内容等は分からないとしている。 

また、Ｃ法務局Ｄ支局により、当該事業所は、昭和 43 年に他法務局管

轄地へ本社を移転していることが判明したが、登記簿謄本は保存期間満了

により破棄されており、同支局では、本社移転先を含め当該事業所につい

て確認できる事項は無いとしている上、複数の同僚の証言によると、申立

期間当時の事業主及び事業所の責任者も既に亡くなっていることから、申

立人の申立期間に係る勤務状況及び厚生年金保険の加入の有無については

確認することができない。 

さらに、申立人と同様に、当該事業所に入社したとする日と厚生年金保

険の資格取得日とが一致していない同僚が複数おり、当該同僚にその理由

を確認したところ、「入社後は、臨時期間を経て本採用（正社員）となる

のが通常であり、本採用にならないと厚生年金保険には加入させてもらえ



なかった。」と説明している。また、そのうちの２名は、「臨時期間は個

人によって様々であり、本採用になるまでは１年から３年かかる人もい

た。」と証言していることから、当該事業所では、厚生年金保険の加入の

時期については従業員ごとに判断していたことがうかがえる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年７月 30 日から 47 年７月 12 日まで 

私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 46 年７月から正社員として採用

され、Ｃ事業所で働いていたが、この期間の厚生年金保険の加入記録が

無かったので、厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時の勤務状況について詳細に記憶していること、

及び申立期間の一部について、雇用保険の加入記録が確認できることから、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、「Ａ社は平成 21 年３月に破産しており、当社

はその後に新しく設立しているので当時の資料は残存していないため、申

立人の勤務状況等については不明である。」と回答している上、破産管財

人も同様に関係資料が残っていないので申立人の勤務状況等は不明である

と述べている。 

また、戸籍謄本から申立人は、昭和 46 年６月に婚姻し、申立人の夫の

健康保険厚生年金保険被保険者原票の記載により、申立人が同年６月 29

日に被扶養者に認定されていることが確認できる。 

さらに、申立人は、元同僚について記憶しているのは姓のみであること

から、氏名を特定することができず、元同僚から申立人の当時の勤務状況

等について証言を得ることができない。 

加えて、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立人の氏

名は見当たらず、健康保険整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな



い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1790 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36 年 12 月 11 日から 37 年１月 17 日まで 

私は、昭和 36 年 12 月 11 日から 37 年１月 17 日までＡ氏所有の船舶

Ｂに乗っていた。船員手帳にも乗船した記録があるので申立期間を船員

保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する船員手帳及び同僚の証言から判断すると、申立人が申

立期間に船舶Ｂに乗船していたことは推認できる。 

しかしながら、船舶所有者及びその後継者である息子は既に死亡してお

り、申立人に係る申立期間当時の船員保険の加入状況等について証言を得

ることができない。 

また、船舶所有者に係る船員保険被保険者名簿において船員保険の加入

記録がある 12 人に乗船状況等について照会したところ、申立期間に申立

人と同じ船に乗ったとみられる者が４人確認できたが、いずれも申立人の

船員保険の加入及び船員保険料の控除については分からないと回答してい

る。 

さらに、申立人の記憶及び同僚照会で回答のあった者の証言から、申立

期間に申立人と同じ船に乗っていたとみられる者９人について、船舶所有

者に係る船員保険被保険者名簿で被保険者期間を確認したところ、昭和

36 年 11 月 11 日から 37 年２月 27 日までの期間、又は 36 年 12 月 12 日か

ら 37 年２月 27 日までの期間となっており、申立人の船員手帳に記載され

た雇止日（昭和 37 年１月 17 日）付近に船員保険の被保険者資格を喪失し

ている者は見当たらない。 

加えて、申立人が所持する船員手帳では、申立期間の雇止事由は「転船



に依り」と記載されているが、申立期間に申立人と同じ船に乗っていた同

僚２人の船員手帳では「漁期終了」と記載されている上、雇止日が昭和

37 年２月 28 日となっていることから、申立人は漁期終了前に下船したも

のと推認される。 

このほか、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1791 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年２月１日から同年７月１日まで 

私は、申立期間当時はＡ社（現在は、Ｂ社）の事務所長として充実し

た営業活動に精進し、支社長から、支部長昇格もあるので最大の努力を

指示されていたので、厚生年金保険に加入していないことは考えられな

い。昭和 38 年２月から同年６月までの期間の厚生年金保険の加入記録

が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の回答から、申立人は、昭和 34 年 12 月１日に職員に登用され、平

成元年３月 31 日まで、同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｂ社では、「当社の『人事情報』によると、申立期間の昭和

38 年２月１日から同年６月 30 日について、申立人は療養休暇（無給休

暇）を取得しており、社会保険は非適用となっている。」と回答している。 

また、Ｂ社から提出のあった「社会保険基準書」に「給与の支給が停止

された休職者（無給休職者）は、たとえ職員資格を維持し雇用関係が存続

するとしても、実質的には使用関係が消滅したものとして、その時点より

資格喪失となる。」と記載されている。 

さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人の厚生年金保険被保険者資格は、昭和 34 年 12 月１日取得及び 38 年

２月１日喪失、並びに同年７月１日取得及び平成元年４月１日喪失と記録

されており、オンライン記録と一致している。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1792 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 51 年８月から 54 年８月１日まで 

私は、昭和 51 年８月ごろからＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）に勤務

していた。結婚のため 54 年７月に退職した。 

この間の厚生年金保険の加入記録が無いので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ国民健康保険組合の加入記録及び事業主の妻の証言により、申立人が

Ａ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、当該事業所では、「当事業所は厚生年金保険に加入して

いないため従業員の給与から厚生年金保険料を控除したことは無く、健康

保険はＣ国民健康保険組合に加入しており、従業員は国民年金に加入して

いたと思う。」と回答している上、オンライン記録によると、当該事業所

が厚生年金保険の適用事業所であった記録は確認できない。 

また、Ｃ国民健康保険組合では、Ａ事業所は昭和 41 年から現在まで同

国民健康保険組合に加入しており、加入事業所が厚生年金保険適用事業所

である場合はその旨記録されるが、当該事業所が厚生年金保険適用事業所

であった記録は無いと回答している。 

さらに、申立人は、元同僚２人の氏名を記憶しているところ、当該同僚

２人は所在等が不明であることから、当時の厚生年金保険の加入状況等に

ついて証言を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1794 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年 12 月 31 日から 56 年３月１日まで 

私は、Ａ社Ｂ支社に入社し、そのまま継続してＣ社に勤務していたが、

Ａ社からＣ社にいつ変更になったのか定かではない。同じ業務に従事し

継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険の未加

入期間となっている。給与から厚生年金保険料を控除されていたので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚は、申立人が申立てに係る事業所に申立期間も継続して勤務

していた旨証言しており、また、雇用保険の加入記録によると、申立人は、

Ｃ社において昭和 56 年１月 12 日に被保険者資格を取得していることから、

申立人が申立期間当時、同社において勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 56 年３月

１日であり、申立期間は適用事業所となっていない。 

また、申立人はＡ社Ｂ支社に入社し、そのまま継続してＣ社に勤務して

いたが、社名がいつ変更になったのか定かではないとしているところ、Ａ

社の事業所別被保険者名簿（マイクロフィルム）によると、申立人は、昭

和 55 年 12 月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確

認できるとともに、Ｃ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票（マイクロ

フィルム）によると、56 年３月１日に同資格を取得していることが確認

でき、ともに不自然な訂正箇所は見当たらない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人と同様にＡ社において昭和

55 年 12 月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、Ｃ社において 56

年３月１日に同資格を取得している者は、申立人以外に５人、同年４月１



日に同資格を取得している者は５人確認できる。 

加えて、上記同僚 10 人のうち連絡先が分かった９人に照会したところ、

回答のあった４人は、いずれも申立期間当時、申立人と同様に継続して勤

務していたとしているが、給与明細書等が無く、厚生年金保険料の控除に

ついて確認ができない上、Ｃ社は既に解散しており、事業主は連絡先が不

明であるため、当時の関連資料等について確認することができず、Ａ社の

清算人は、「当時の記録、資料は無く、厚生年金保険料の控除等について

は不明である。」旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1795 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年４月１日から 59 年 10 月１日まで 

私は、昭和 58 年３月に高校卒業後、Ａ事業所に就職した。同年４月

から勤務し、59 年９月 30 日に退職した。 

しかし、社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ事業所に勤務

していた期間の厚生年金保険の加入記録が無い。確かに勤務していたの

で、この期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事業主の証言及び申立人の勤務状況についての記憶から、勤務期

間の特定はできないものの、申立人がＡ事業所に勤務していたことが推認

できる。 

しかし、当時のＡ事業所は、厚生年金保険の適用事業所にはなっておら

ず、商業登記簿で確認したところ、「Ａ事業所」という商号で登記された

事業所は見当たらない。 

また、オンライン記録によると、申立期間当時、Ａ事業所の事業主及び

共同経営者であったその妻は国民年金に加入しており、両人が厚生年金保

険の被保険者資格を取得したのは、両人が経営する別の事業所であるＢ社

が厚生年金保険の適用事業所となった平成２年 12 月１日である。 

さらに、事業主は、当時、Ａ事業所は厚生年金保険には加入しておらず、

個々に国民年金に加入していた旨証言している。 

加えて、申立人が同僚として挙げた者の厚生年金保険の加入状況をオン

ライン記録で確認したところ、昭和 58 年６月に国民年金に加入し、Ｂ社

が厚生年金保険の適用事業所になった平成２年 12 月１日に厚生年金保険

に加入しており、申立期間は厚生年金保険の被保険者にはなっていない。 



このほか、申立人が申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1796 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から８年３月１日まで 

私は、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額につい

て、保険料を納付するため、社会保険事務所（当時）の職員の提案によ

り、標準報酬月額をさかのぼって訂正する同意をし、届出をしてしまっ

た。当時、報酬は 30 万円以上だったので標準報酬月額の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、平成

４年７月１日の資格取得時決定並びに５年 10 月１日及び６年 10 月１日の

定時決定において、当初、15 万円と記録されていたところ、７年２月８

日付けで、遡及
そきゅう

して 11 万円に減額訂正されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間のうち平

成６年８月 23 日から８年３月 22 日まで、同社の代表取締役であったこと

が確認できる。 

また、申立人は、平成７年ごろ、社会保険関係事務に携わっていたとし、

「会社の運営がうまくいっておらず、保険料が納められない状態になった

時に、社会保険事務所の職員から標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正について提案さ

れたため同意した。」旨証言している。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人は、自らの標準報酬月額の減額処理に同意

しながら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許さ

れず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録

の訂正を認めることはできない。 



一方、申立期間のうち、平成７年 10 月１日から８年３月１日までの期

間の標準報酬月額については、オンライン記録によると、さかのぼって減

額訂正されているなどの不自然な処理が行われた形跡は見当たらない。 

また、申立人は当時、報酬は 30 万円以上だったとしているところ、給

与明細書等の関連資料が無い上、当該事業所は、既に解散しており、賃金

台帳等の資料は保存されていないことから、当該期間に係る報酬の総額及

び厚生年金保険料控除額を確認することができない。 

このほか、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1798 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年９月 21 日から９年１月 20 日まで 

私は、平成８年９月から９年１月まで、Ａ社に勤務したが、社会保険

事務所（当時）に厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録を照会したと

ころ、当該期間の標準報酬月額は 28 万円であるとの回答であった。 

しかし、申立期間当時は月額 38 万円程度の給与をもらっていたはず

なので、当該期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当初９万 2,000 円と

記録されていたが、合理的な理由の無い遡及
そきゅう

減額処理がなされた記録であ

るとして、年金事務所において職権により 28 万円に訂正されているとこ

ろ、申立人と同様の処理がなされている同僚が所持する平成８年分の給与

所得の源泉徴収票には、遡及
そきゅう

減額処理がなされる前の標準報酬月額に基づ

き算出したと考えられる社会保険料等の控除額が記載されていることから、

申立人についても遡及
そきゅう

減額処理がなされる前の 28 万円の標準報酬月額に

基づいて算出した厚生年金保険料が給与から控除されていたと考えるのが

自然である。 

また、雇用保険被保険者台帳によれば、申立人の申立期間に係る報酬月

額は 28 万円と記録されており、厚生年金保険の標準報酬月額と一致して

いる。 

さらに、申立期間の報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認できる給

与明細書等の資料は無く、ほかに申立期間について、申立人が主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及



び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 



宮城厚生年金 事案 1799 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年４月１日まで 

私は、平成４年３月にＡ事業所を退職し、同年４月から非常勤の嘱託

職員として再就職したが、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加

入記録を照会したところ、加入期間は５年４月１日から８年 10 月 21 日

までであり、申立期間は未加入であるとの回答であった。 

申立期間において勤務していたことは確かなので、当該期間を厚生年

金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する平成４年４月１日付けの辞令、在職証明書及び雇用保

険の加入記録によれば、申立人が申立期間においてＡ事業所に勤務してい

たことが確認できる。 

しかし、Ａ事業所の回答によれば、同事業所では社会保険料を翌月控除

の方法により控除していたと考えられるところ、申立人が所持する平成４

年分の給与所得の源泉徴収票には、社会保険料等の金額が 8,145 円と記載

されており、これは同年分の雇用保険料の総額とおおむね一致することか

ら、申立期間のうち同年４月から同年 11 月までの期間に係る厚生年金保

険料は控除されていないと認められる。 

また、申立人が所持する平成５年分の給与所得の源泉徴収票には、社会

保険料等の金額が「191,551 円」と記載されており、これは申立人が厚生

年金保険に加入している期間である同年４月から同年 11 月までの厚生年

金保険料及び健康保険料の合算額に雇用保険料を加えた額とおおむね一致

することから、申立期間のうち４年 12 月から５年３月までの期間に係る

厚生年金保険料は控除されていないと認められる。 



さらに、Ａ事業所では、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控

除について確認できる資料を保管しておらず、ほかに申立人の申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1801 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年から 42 年まで 

          ② 昭和 48 年８月から 50 年４月まで 

          ③ 昭和 56 年 11 月から 59 年 11 月まで 

          ④ 昭和 60 年９月から 62 年まで 

          ⑤ 昭和 60 年から平成３年まで 

申立期間①について、Ａ市にあった「Ｂ社」に季節労働者として勤務

していた。 

申立期間②について、Ｃ市にあった「Ｄ社」に季節労働者として勤務

していた。 

申立期間③について、Ｅ市にあった「Ｆ社」に妻と一緒に勤務してい

た。 

申立期間④について、Ａ市にあった「Ｇ社」に季節労働者として勤務

していた。 

申立期間⑤について、Ｈ市にあった「Ｉ社」に季節労働者として勤務

していた。 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所（当時）に照会した

ところ、いずれの申立期間についても厚生年金保険の加入記録は確認で

きないとの回答であった。 

申立期間①から⑤までの期間において各事業所に勤務したことは確か

なので、すべての申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ市にあった「Ｂ社」に季節労働者と



して勤務し、複数の現場で仕事をしたとしている。 

オンライン記録によると、類似する名称の事業所としてＡ市内で「Ｊ

社」があり、同社は申立期間①当時、厚生年金保険の適用事業所となって

おり、同社において厚生年金保険被保険者の記録が確認できる 20 名に照

会したところ 15 名から回答があり、そのうち２名は申立人を覚えている

としている上、３名は申立人の挙げた複数の現場で作業を行っていたとし

ていることから、申立人が同社に勤務していたことがうかがわれる。 

しかし、上記の照会で申立人を覚えているとの回答があった２名のうち、

当該事業所の現場代理人であったとする者は、申立人が請負の職人であっ

たとしており、ほかの１名も申立人が季節雇用の職人であったとし、現場

代理人であったとする者は、「職人は日雇健康保険及び日雇失業保険に加

入していたが、厚生年金保険に加入した者は少なかったように記憶してい

る。」としている。 

また、上記の照会で回答があった複数の者は、申立期間①当時において

当該事業所に勤務していた従業員が 145 名から 300 名いたと回答している

が、昭和 36 年１月から 42 年 12 月までの期間における当該事業所の厚生

年金保険被保険者は３名から 25 名で推移しており、勤務していたとする

従業員数と被保険者数には相違がみられる。 

さらに、申立人は、同僚として複数の姓を挙げているが、当該事業所の

健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び被保険者原票に当該同僚

の姓は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、Ｃ市にあった「Ｄ社」に季節労働者と

して勤務し、複数の現場で仕事をしたとしている。 

オンライン記録によると、類似する名称の事業所としてＣ市内で「Ｋ

社」があり、同社は厚生年金保険の適用事業所となっていたが、同社が適

用事業所となったのは平成元年４月１日であることが確認でき、申立期間

②当時は、適用事業所とはされていない。 

また、Ｋ社の代表取締役及び取締役に照会したが、申立期間②当時にお

いて当該事業所が申立人の挙げた現場で作業を行っていたか不明であると

している。 

さらに、上記代表取締役は、申立期間②当時の関係書類等は無いとして

おり、申立人の勤務状況等について確認することができない。 

加えて、申立人は、同僚について姓とおおよその年齢しか記憶していな

いため、当該同僚を特定することができず、申立人の勤務実態について証

言を得ることができない。 

申立期間③について、申立人は、Ｅ市にあったＦ社に勤務し、複数の現

場で作業を行っていたとしており、当該事業所に照会したところ、申立期

間③当時、同社では申立人の挙げた現場で作業を行っていたとしている。 



しかし、当該事業所は、平成９年から社会保険に加入したとしており、

申立人の給与から申立期間③に係る厚生年金保険料の控除は行っておらず、

当該期間に社会保険事務所への届出や保険料の納付も行っていないとして

いる。 

また、申立人は、当該事業所に妻と一緒に勤務したとしているが、申立

期間③において妻に係る厚生年金保険の被保険者記録は見当たらない。 

さらに、申立人は、同僚について姓とおおよその年齢しか記憶していな

いため、当該同僚を特定することができず、申立人の勤務実態について証

言を得ることができない。 

申立期間④について、申立人の雇用保険の加入記録によれば、昭和 60

年８月 19 日から同年 12 月 14 日までＧ社で被保険者となっており、申立

人が当該事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかし、当該事業所は、申立期間④当時、職人については厚生年金保険

に加入させていなかったとしており、申立人の給与から保険料の控除は行

っておらず、社会保険事務所への届出や保険料の納付も行っていないとし

ている。 

また、当該事業所で当時の事務担当者であったとする者は、事務職の従

業員は、政府管掌の健康保険と厚生年金保険に加入していたが、現場作業

員の健康保険についてはＬ国民健康保険組合に加入していたとしている。 

さらに、申立期間④において当該事業所で厚生年金保険の被保険者記録

が確認できる 18 名に照会したところ 12 名から回答があり、そのうちの３

名は、同社には雇用保険のみ加入する者がいたとしている。 

加えて、上記の回答があった者のうち５名は、申立期間④当時において

当該事業所の従業員が 62 名以上いたと回答しているが、昭和 60 年１月か

ら 62 年 12 月までの期間における当該事業所の厚生年金保険被保険者は６

名から 10 名で推移しており、勤務していた従業員数と被保険者数には相

違がみられる。 

申立期間⑤について、申立人は、Ｈ市にあったＩ社に季節労働者として

勤務し、複数の現場で仕事をしていたとしており、同社に照会したところ、

申立期間⑤当時、申立人の挙げた現場での仕事を行っていたとしている。 

しかし、当該事業所は、申立人は外部発注事業者であり、申立人の給与

から厚生年金保険料の控除は行っておらず、社会保険事務所への届出や保

険料の納付も行っていないとしている。 

また、申立期間⑤において当該事業所で厚生年金保険の被保険者記録が

確認できる４名に照会したところ全員から回答があり、そのうち１名は昭

和 62 年から平成元年ごろに申立人と一緒に働いたとしているが、同氏は、

申立人を正社員ではなく一般の職人であったとしている。 

さらに、上記回答があった４名は、申立期間⑤当時においてＩ社の従業



員は 54 名から 150 名いたと回答しているが、昭和 60 年１月から平成３年

２月までの期間における当該事業所の厚生年金保険被保険者は９名から

15 名で推移しており、勤務していた従業員数と被保険者数には相違がみ

られる。 

このほか、申立人の申立期間①から⑤までの期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1802 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年ごろから 10 年４月ごろまで 

私は、平成８年ごろから 10 年４月ごろまで、Ａ社のＢ営業所に勤務

したが、厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間は未加入とな

っていた。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された社員名簿によれば、申立人は、平成９年５月 26 日

から 13 年５月９日まで同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、当該事業所から提出された平成９年分から 13 年分までの所得

税源泉徴収簿によれば、申立人は、給与から厚生年金保険料が控除されて

いなかったことが認められる。 

また、当該事業所によれば、申立人は、パート従業員であったとしてお

り、申立期間当時は、パート従業員は厚生年金保険に加入させていなかっ

たとしている。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


